
令和7年度 沖縄県立芸術大学ハラスメント・アンケート集計結果

785

98

注. 同一の事案に対して複数の方が回答している場合や、一人の方が複数回答している場合があるため、事案の実数とは異なる場合があります。 12%

Q2: 在学区分または職種を教えてください。

区 分 ・ 職 種

美術工

芸学部

学 生

音楽学

部学生

造形芸

術研究

科学生

音楽芸術研

究科学生

芸術文化

学研究科

学 生

常 勤

教 員

非常勤

講 師

常 勤

職 員

非常勤

職 員

答えた

くない
合 計

10 10 3 2 3 25 16 13 11 5 98

Q1: 性別を教えてください。
１.男 1 2 0 0 1 16 2 8 3 0 33

２.女 9 7 3 1 2 9 14 5 8 2 60

３.その他 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

４.無回答 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3

合 計 10 10 3 2 3 25 16 13 11 5 98

Q3: 過去1年間にハラスメントを受けた・見たことがありますか。
１.ある 0 5 1 0 0 4 1 0 0 3 14

２.ない 10 4 2 2 3 20 15 13 10 2 81

３.答えたくない 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3

合 計 10 10 3 2 3 25 16 13 11 5 98

Q4: それはどのような行為でしたか。(複数回答可)
１.人前で厳しく叱責されたり、「こんなことも出来ないの」などと暴言を吐かれた 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 5

２.人前や授業中に感情的な叱責や人格否定、差別的な言葉をあびせられた 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 7

３.補講日や授業に関する情報を意図的に教えてもらえなかった 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

４.個人情報を他の人にばらされた 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4

５.成績や講評について質問しても回答してくれなかった 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６.あいさつや話しかけても無視された 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5

７.強引に飲み会に誘われた 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

８.容姿や性格についてからかいや非難を受けた 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

９.不必要に近寄られたり、身体を触られたりした 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3

10.嫌がっている(断っている)にもかかわらず、電話をかけてきたりメールを送られた 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

11.学内でわいせつな発言を聞かされたり、見える耐えない写真や画像などを見せられた 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.その他 0 2 0 0 0 3 1 0 0 2 8

アンケート配布数(A)

アンケート回答数(B)

回答率(C)＝(B)/(A)×100
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Q5: 行為者は誰ですか。(複数回答可)
１.学生 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4

２.教員 0 3 1 0 0 4 1 0 0 2 11

３.事務職員 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

４.その他 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

５.答えたくない 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q6: どのような対応をしましたか。(複数回答可)
１.我慢した・何もしなかった 0 4 1 0 0 3 0 0 0 2 10

２.行為者を避けた 0 3 1 0 0 2 0 0 0 1 7

３.しばらく学校・職場を休んだ, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

４.行為者にやめるよう言い渡した 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3

５.行為者にメールや文章で抗議した 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

６.友人や家族、親類等に相談した 0 3 1 0 0 2 1 0 0 1 8

７.学内のハラスメント相談員に相談した 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

８.ハラスメント相談員以外の学内の教員又は職員に相談した 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 7

９.警察、弁護士等に相談した 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

10.その他 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3

Q7: Q6で「学内のハラスメント相談員に相談した」を選ばなかった方にお聞きします。それはなぜですか。(複数回答可)

１.外部に漏れるのが心配だから 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4

２.相談しても解決しないと思った 0 4 1 0 0 3 0 0 0 2 10

３.事態が悪化する、あるいは報復されるのが怖かったから 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 6

４.相談するのが恥ずかしかったから 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５.自分が我慢すればいいと思ったから 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

６.ハラスメント相談員がいることを知らなかったから 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2

７.学内の人では中立性を確保できないと思ったから 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８.その他 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Q8:  問題は解決されましたか。
１.解決された(した)・好転した 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

２.解決していない・されなかった 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 6

３.状況が悪化している 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 5

４.その他 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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Q9: 過去1年間にハラスメントまではいかないけれど、ハラスメントのような行為を受けた・見たことがありますか。

１.ある 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4

２.ない 10 4 2 2 3 18 13 13 8 1 74

３.答えたくない 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 6

Q11: 本学のハラスメント防止に対する取り組みについてお聞きします。次の項目について設置(配置)されていることはご存知でしたか？(複数回答可)

１.ハラスメント防止・対策委員会 6 5 3 2 3 25 12 13 9 5 83

２.相談室(相談員) 3 3 3 1 1 22 7 12 2 5 59

３.投書箱 4 6 2 1 0 18 6 9 4 5 55

４.ハラスメント関連規定(ガイドライン等) 2 4 1 2 0 21 12 12 4 5 63

５.すべて設置(配置)されていることを知らない 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5

Q12: ハラスメントに対し、大学の対応は改善されていると思いますか。
１.強くそう思う 3 0 0 0 0 1 2 2 0 0 8

２.ややそう思う 3 0 0 2 2 13 7 7 7 3 44

３.あまりそう思わない 2 3 1 0 0 8 5 1 1 1 22

４.全くそう思わない 0 3 1 0 1 3 0 0 0 1 9

５.わからない 2 4 1 0 0 0 2 3 3 0 15

Q13: ハラスメントはなぜ起こると思いますか。(複数回答可)
１.行為者が自分の発言や行動が相手を傷つけていると気がついていないから 8 7 1 2 1 21 16 12 9 5 82

２.行為者や特定の地位や立場を利用したり、特権を持っていると認識しているから 8 3 2 2 3 13 6 10 6 4 57

３.行為者には人格を尊重する意識や態度が不足・欠如しているから 6 7 2 1 2 17 7 7 6 4 59

４.厳しく指導することで学生や部下が育つという行為者の意識が強いから 4 2 1 0 0 9 5 3 3 0 27

５.ハラスメントを受けた人が我慢したり、行為者に対し抗議しないから 3 3 2 1 0 10 5 4 2 2 32

６.職場や学内のコミュニケーションの不足や欠如から 4 4 2 1 0 11 6 2 4 1 35

７.大学のハラスメントに対する対応が悪いから 0 1 2 0 0 5 1 0 1 1 11

８.ハラスメント研修が効果的でないから 1 0 2 1 1 6 2 0 1 0 14

９.考えたこともない 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

10.その他 0 1 0 0 0 3 0 1 0 3 8

Q14:本学におけるハラスメント防止対策として何が必要だと思いますか（複数回答可）

１.学内に相談機関を設ける（例：LINEでの相談申し込み 等） 3 4 1 1 2 8 5 1 7 0 32

２.学外の第三者に相談しやすい体制を作る 6 8 2 1 2 17 11 3 11 4 65

３.ハラスメントに関する啓発活動（広報や研修等）をもっと強化する 4 3 2 0 0 10 3 9 3 3 37

４.ハラスメントに関するガイドライン等の周知徹底をもっと強化する 4 2 2 1 0 9 7 3 2 1 31

５.その他 1 1 0 0 0 4 0 2 0 1 9


